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東
日
本
大
震
災
情
報

東
日
本
大
震
災
の
余
震
に
よ
る

二
次
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
宮

城
県
内
で
建
築
物
の
応
急
危
険
度

判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
津
波
に

よ
る
甚
大
な
被
害
に
か
き
消
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
内
陸
部
の
住

宅
・
建
築
物
も
大
き
な
地
震
被
害

を
受
け
、
全
管
連
で
マ
ン
シ
ョ
ン

運
動
を
一
緒
に
行
っ
て
い
る
団

体
、
仙
台
市
に
あ
る
「
東
北
管

連
」
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を

中
心
と
す
る
都
市
型
の
建
物
被
害

も
深
刻
と
の
こ
と
で
あ
る
。

又
、
河
北
新
報
に
よ
る
と
仙
台

市
中
心
部
の
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ

ン
、
住
宅
に
も
大
き
な
被
害
が
出

て
お
り
、
仙
台
市
は
、
３
月
２２
日

ま
で
に
、
被
害
の
大
き
な
地
域
を

中
心
に
６
、２
３
１
棟
の
応
急
危

険
度
判
定
を
終
え
８
４
９
棟
を
倒

壊
の
危
険
性
が
高
い
「
危
険
」
と

判
定
し
た
。

全
体
の
被
害
総
数
は
、
は
っ
き

り
せ
ず
、
全
容
は
つ
か
め
な
い
ま

ま
と
の
こ
と
。
生
活
再
建
や
二
次

災
害
防
止
に
向
け
、
独
自
の
対
策

に
乗
り
出
し
た
住
民
も
い
る
と
の

こ
と
。

・
宮
城
野
区
幸
町
の
市
営
住
宅
高

層
棟
（
１１
階
、
２
３
０
世
帯
入

居
）
は
、
応
急
危
険
度
判
定
で

「
危
険
」
と
さ
れ
、
入
り
口
に
立

ち
入
り
を
制
限
す
る
赤
紙
が
貼
ら

れ
て
い
る
。

・
青
葉
区
荒
巻
本
澤
の
マ
ン
シ
ョ

ン
ハ
イ
ネ
ス
荒
巻
（
１４
階
、
１
１

９
世
帯
入
居
）
は
、
地
震
で
ビ
ル

の
至
る
所
で
ひ
び
割
れ
が
発
生

し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
落
下
し

た
。市

の
応
急
判
定
の
対
象
か
ら
漏

れ
た
住
民
や
管
理
会
社
の
社
員
ら

が
、
自
主
的
に
立
ち
入
り
を
制
限

し
、
日
中
の
荷
物
の
持
ち
出
し
に

限
り
立
ち
入
り
を
許
可
し
て
い

る
。某

マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
震
災
前
に

ビ
ル
の
所
有
者
が
行
方
を
く
ら
ま

し
、
裁
判
所
の
管
理
下
に
あ
り
、

修
繕
や
建
て
替
え
の
見
通
し
は
全

く
立
っ
て
お
ら
ず
、
住
民
ら
は
、

１５
日
に
急
遽
自
治
組
織
を
つ
く
り

行
政
の
救
済
策
に
期
待
を
寄
せ
て

い
る
。

・
２
０
０
９
年
１
月
に
建
築
さ
れ

た
宮
城
野
区
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン

（
１４
階
、
２
０
８
世
帯
入
居
）
は
、

１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
内
に
「
退
去

勧
告
」
の
張
り
紙
を
出
し
て
い

る
。管

理
人
に
よ
る
と
梁
や
外
壁
の

ひ
び
割
れ
、
タ
イ
ル
の
剥
落
、
玄

関
ド
ア
枠
の
変
形
に
よ
る
ド
ア
の

開
閉
不
能
な
ど
を
確
認
。
民
間
会

社
に
よ
る
建
物
診
断
の
結
果
「
地

震
に
よ
り
建
物
全
体
が
重
大
な
損

傷
を
受
け
、
使
用
不
能
と
判
断
し

た
と
し
て
建
物
管
理
者
は
、
入
居

者
に
安
全
な
場
所
へ
の
避
難
勧
告

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

損
傷
が
あ
る
が
立
ち
入
る
事
は

可
能
と
さ
れ
た
「
要
注
意
」
建
物

は
１
、４
５
３
棟
あ
っ
た
。

宮
城
県
対
策
本
部
は
、
２８
日
東

日
本
大
震
災
に
よ
る
県
内
の
住
宅

の
被
害
状
況
を
初
め
て
公
表
し

た
。
全
壊
ま
た
は
、
一
部
損
壊
し

た
住
宅
は
、
同
日
８
時
半
現
在
、

２２
市
町
村
で
計
４
、８
７
１
棟
と

の
こ
と
。
石
巻
市
や
南
三
陸
町
、

女
川
町
、
山
元
町
な
ど
甚
大
な
被

害
を
受
け
た
沿
岸
自
治
体
の
大
半

で
調
査
結
果
を
集
約
で
き
て
い
な

い
状
況
が
続
い
て
お
り
、
全
容
把

握
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
。

調
査
の
進
展
と
共
に
被
害
は
大
幅

に
拡
大
す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い

る
。
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納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます
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